
在学生・新入生のみなさんへ 令和７年3月

　　　多子世帯※支援を受けるためには大学が実施する奨学金説明に参加し、所定の手続きを行う必要があります。
　　　支援を希望する方は下記の通り、該当する奨学金説明会に参加してください。

　◇奨学金説明会①　　4月10日(木)9:30～11:30　　場所：6-201教室

　◇奨学金説明会②　　4月10日(木)13:30～14:15　　場所：6-201教室

　◇奨学金説明会③　　4月10日(木)14:30～15:30　　場所：6-201教室
※多子世帯については次ページ参照

大阪大谷大学　学生課

『奨学生採用候補者決定通知』の交付書類コード    多子世帯※の判定と多子世帯支援への移行は
　日本学生支援機構が行います。
　多子世帯と判定された場合、支援区分変更
　等は4月以降にｽｶﾗPS等で通知されます。
　（機構から確認事項がある学生には学生課
　　からご連絡します）

D･E･F･G
給付奨学金の
選考結果欄に

【多子世帯〇】
と記載がある

Ａ･B･C
給付奨学金の
選考結果欄に

【多子世帯〇】
と記載がある

Ｈ
　給付奨学金の
選考結果欄に

　【多子世帯〇】
と記載がある

令和７年度「高等教育の修学支援新制度」における多子世帯※支援拡充について

新　入　生 在　学　生

高校で日本学生支援機構の給付奨学金の予約採用に申し込んだ
現在、高等教育修学支援新制度（給付奨学金･授業料減免）

を受けている（休停止者含む）

　　　日本学生支援機構貸与奨学金予約採用者(新入生)対象説明会・高等教育修学支援新制度(給付奨学金･授業料減免)予約採用者(多子世帯含む)（新入生）対象説明会

　　　高等教育修学支援新制度(給付奨学金･授業料減免)新規申込者(多子世帯含む)（全学年）対象説明会

　　　日本学生支援機構貸与奨学金新規申込者（全学年）対象説明会

多子世帯以外（一子・二子世帯）の場合、予約採用者の方（候補者決定通知の交付書類コードがA～G）は奨学金説明会①に、新規申込を希望する方は該当する奨学金の
説明会②③に参加してください。

▼制度についてはこちら（外部リンク）▼
令和7年度からの奨学金制
度の改正（多子世帯の大
学等の授業料等無償化）
に係るFAQ.pptx

奨学金説明会①に
参加

奨学金説明会①と②
両方に参加

奨学金説明会②に参加
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【多子世帯の要件（支援対象者）について】

「多子世帯」とは、どういう意味ですか。

【扶養する子供の数の確認方法】

大阪大谷大学　学生課

文部科学省HP「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ」から抜粋

令和７年４月に新規（在

学）申込を行う場合は、令

和５年12月31日時点の扶養

する子供の数となります。

【扶養する子の範囲】

税情報により確認できる

生計維持者の被扶養者の

うち、以下に該当する者

◇生計維持者の子

（学生本人を含む実子・

養子）

◇生計維持者の年下の

親族（弟妹など）

課税情報に反映されてい

ない、申込以前に「新た

に出生した実子」も申告

により対象となります。

（令和7年4月に申込の場

合、令和6年1月1日から令

和7年3月31日までに出生

した実子）
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